
平成 16 年 9 月 30 日 

東 京 都 提 供 
 
 

都内初！民間分譲マンションの建替組合の設立認可について 
 
 
 

東京都は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律（以下、マンショ

ン建替え円滑化法）に基づき、赤坂コーポラスマンション建替組合の設立

認可をしますので、お知らせいたします。 

建替組合の設立事例はこれまで２件ありますが、いずれも都住宅供給公社

が分譲した住宅であり、民間分譲マンションとしては今回が都内で第 1 号

です。 

本事業では、容積率の有効活用を図ることで区分所有者の負担を軽減し、

また居住している区分所有者が少ない中で、賃貸人の協力を得て建替えが

実現しました。 

都心部で今後増加が見込まれる築年を経たマンションの建替えの先行事例

となります。 

 

赤坂コーポラス建替事業の概要 

１ 組合の名称 
赤坂コーポラスマンション建替組合 
 
２  既存マンションの名称及び場所 
  赤坂コーポラス（港区赤坂六丁目１０１８番） 
 
３  経緯 
昭和３２年      現在の赤坂コーポラスが完成。 
平成元年       建替えの検討を開始。 
平成１６年２月２１日 建替え決議が成立。 
平成１６年６月２０日 建替組合の設立の決議が成立。 
 
４  事業施行期間 
  平成１６年 10 月から平成１９年９月まで 
 
５  設立認可の年月日 
  平成１６年 10 月１日 
 
６  マンションの状況及び再建計画  

(1) 建物の状況 
・地上５階建て １棟  

・全３２戸 

・平均住戸面積：約 64 ㎡  

(2) 再建計画 
・地上１０階地下２階建て 

１棟  

・全６５戸 

・延べ面積 ： 7,081 ㎡  

・平均住戸面積：約 67 ㎡  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

現在の赤坂コーポラス 

 

参考：マンション建替え円滑化法の概要 

・マンションの建替えの円滑化等に関する措置を講ずることにより、マン

ションにおける良好な居住環境の確保を図り、もって国民生活の安定向上

と国民経済の健全な発展に寄与することを目的に平成 14 年６月に制定、

12 月に施行。 

・同法に基づく認可を受けた事業では、①建替組合が施行者として工事等

の契約を一括して行えるほか、②権利変換手法による関係権利の再建後の

マンションへの移行等、法律の仕組みに基づいて建替事業を円滑に推進。 

・同法によるマンション建替事業は建替組合による事業と個人施行者によ

る事業の２つ、東京都は平成 15 年度に組合施行２件、個人施行１件を認

可。 

建替え後の完成予想図  


